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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
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後
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高
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に
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財
源
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に
関
す
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対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
保
険
料
、
財
源
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
に
係
る
医
療
給
付
の
財
源
に
つ
い
て
、
定
率
公
費
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七

年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
給
付
費
に
対
す
る
定
率
の
公
費
負
担
及
び
調
整
交
付
金
の
合
計
を
い
う
。
）
、
現

役
世
代
か
ら
の
支
援
金
（
国
民
健
康
保
険
及
び
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
支
援
金
に
対
す
る
公
費
負
担
を
含
む
。
）
、
保
険
料

（
保
険
料
の
軽
減
等
に
対
す
る
公
費
負
担
を
含
む
。
）
に
分
け
た
場
合
の
構
成
割
合
は
、
平
成
十
八
年
の
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
提
出
す
る
際
に
行
っ
た
試
算
で
は
、
お
尋
ね
の
二
千
八
年
度
（
平
成
二
十
年
度
）
に
お
い
て
は
、

定
率
公
費
が
約
五
割
、
保
険
料
が
一
割
、
現
役
世
代
の
支
援
金
が
約
四
割
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
二
千
十
五
年
度
（
平
成
二
十

七
年
度
）
に
お
い
て
は
、
保
険
料
が
一
割
か
ら
一
割
八
厘
に
上
昇
し
、
こ
の
上
昇
分
だ
け
、
現
役
世
代
か
ら
の
支
援
金
が
減

少
す
る
も
の
と
推
計
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
そ
の
他
の
年
度
に
つ
い
て
は
推
計
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
導
入
す
る
か
否
か
の
み
の
影
響
に
つ
い
て
の
推
計
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
増

一



減
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
世
帯
数
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
、
被
保
険
者
個
人
に
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
を

特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
に
よ
り
ご
指
摘
の
状
況
が
生
じ
う
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
特

別
徴
収
の
方
法
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
の
保
険
料
納
付
に
係
る
便
宜
を
図
る
と
と
も
に
、
市
町
村

に
お
け
る
事
務
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
方
法
を
採

用
す
る
こ
と
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
安
定
的
な
運
営
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
数
値
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
提
出
す
る
際
に
行
っ
た
試

算
を
基
に
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
試
算
に
お
い
て
は
、
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
た
場
合
の
保
険
料
の
軽
減
措
置
を
見
込
ん
で
お
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
施
行
直
後
で

あ
る
こ
と
か
ら
当
該
年
度
以
外
の
年
度
よ
り
も
そ
の
対
象
者
を
多
く
見
込
み
、
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ

二



て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
試
算
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
医
療
費
の
将
来
推
計
に
つ
い
て
は
、
一
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
を

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
の
実
績
を
基
に
制
度
改
正
等
の
影
響
を
除
去
し
、
七
十
歳
以
上
の
高
齢
者
等
（
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
れ
以
外
の

七
十
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
設
定
し
て
お
り
、
当
該
高
齢
者
等
の
医
療
費
の
伸
び
率
の
前
提
が
高
く

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
お
尋
ね
の
理
由
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
保
険
料
額
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
六
三
号
）

十
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
算
定
の
根
拠
が
異
な
る
た
め
両
者
の
差
額
の
内
訳
を
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
代
表
的
な
事
務
の
内
容
を
お
示
し
す
る
と
、
被
保
険
者
証
の
発
行
に
係
る
事
務
、
療
養
の
給
付
等
に
係

る
事
務
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
議
会
に
係
る
事
務
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

三



後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
廃
止
し
、
老
人
保
健
制
度
に
戻
し
た
場
合
に
、
国
、
地
方
自
治
体
に
新
た
に
必
要
と
な
る
財
源

に
つ
い
て
の
推
計
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
保
養
施
設
や
プ
ー
ル
の
種
類
、
箇
所
数
及
び
現
状
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
が
施
設
を
利
用
す
る
際
の
割
引
等
の
実
施
は
、
各
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
独
自
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

お
尋
ね
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四


